
海外邦人安全対策連絡協議会 

安全等に関する参考情報 

（２０２６年１月） 

１．インドネシア刑法及び刑事訴訟法の改正   

本年 1月２日から、インドネシアの改正刑法（ＫＵＨＰ）及び刑事訴訟法（ＫＵＨＡＰ）

が施行されております。旧来の刑法等からの主な変更点は以下のとおりです。 

・正副大統領への侮辱 

・死刑への執行猶予や減刑 

 ・婚前（外）性交渉 

・同棲について 

・酒類や酔わせる物質の販売・提供などについて 

・名誉棄損及び誹謗中傷 

・堕胎 

・捜査段階における拷問・脅迫等を防止するため監視カメラ設置 

外国人であっても、改正法に違反して捜査対象となってしまうと、知らなかったではすま

されません。特に、本改正法の施行以降、正副大統領の品位を傷つけた場合には、最大で禁

錮３年又は罰金が科される恐れがあります。御家族も含め、ＳＮＳでの安易な発信等には十

分に注意してください。また、婚前（外）性交渉や同棲については、親告罪となり、裁判で

の審理が始まっていない限り、訴えを取り下げることができると規定されておりますが、そ

れぞれ禁固刑または罰金が科される可能性があります。 

なお、改正刑法及び刑事訴訟法に対しては、一部市民団体や学生から、市民の自由抑圧や

捜査当局の権限が強すぎる等の反発の声も上がっており、憲法裁判所への申し立て等も行わ

れています。今後、抗議活動からデモ等に発展する恐れもありますので、最新の報道等に十

分注意してください。 

 

２．インドネシア国内の悪天候（継続）   

インドネシアは雨期に入っており、この年末年始においても、大雨による洪水・鉄砲水被

害や土砂崩れ等が発生しています。 

普段から天気予報や悪天候に関する報道等に注意を払い、特に激しい風雨が予想される際

には、不要不急の外出を避ける、老朽化した立木や建物、インフラから離れるなど、引き続

き十分注意してください。 

また、出張や旅行にて地方を訪れる際には、職場や家族に旅程を共有するなど、速やかに

連絡が取れる体制を整えてください。 

以下のインドネシア気象庁等のサイト情報も参考にしてください（インドネシア語） 

〇インドネシア気象・気候・地球物理庁（BMKG）公式サイト 

https://www.bmkg.go.id/ 

 

 

 



３．e証明書の発給対象拡大（再掲）   

 令和 7年 10 月 28 日（火）から、オンライン交付が可能な電子化した証明書（e-証明書）

の発給対象を拡大しました。以下に記載する証明をオンラインで申請する場合は、これまで

どおり紙媒体の証明書を窓口で受け取るか、e-証明書をオンラインで受け取るか、いずれか

を選択することが可能となっています。 

e-証明書を選択した場合は、申請者は大使館窓口を一度も訪れることなく証明書をダウン

ロードすることが可能となりますので、ぜひご利用ください。 

（1）在留証明（和文） ※令和 7年 5月発給開始 

（2）身分上の記載事項証明（英文） 

   ・出生証明 

   ・婚姻要件具備証明 

   ・婚姻証明 

   ・離婚証明 

   ・家族証明（戸籍記載事項証明） 

詳しくは、以下の大使館ＨＰを御確認ください。 

 https://www.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/visaj_02_e-shoumeisho_2.html 

 

（以上） 


